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＜調査研究報告書の概要＞ 

【調査研究の概要】 

本調査研究では、特別養子縁組成立後の支援について、児童相談所および民間あっ

せん機関を対象とするアンケートおよびヒアリング調査を行うことにより、実態や実

例、課題を把握し、支援のあり方を検討することを目的とした。また、当事者にとっ

て必要な支援を把握するための当事者対象のヒアリング調査、および、国内における

取組の参考とするための海外（英国）機関対象のヒアリング調査を実施した。 

【調査研究の成果等】 

（１）特別養子縁組成立後の支援のあり方について 

・特別養子縁組成立後6ヶ月以降においても個別のニーズに合わせて、家庭訪問や

相談支援を継続することも検討されることが望まれる。 

・成立後の支援については、いつでも相談に来て良いと伝えても当事者にとっては

ハードルが高い。また、当事者があっせんを受けた機関との関わりを避けること

もある。そのため、あっせんを行った当該機関による継続的支援だけでなく、つ

なぐ先を確保することも必要と考えられる。さらに、里親サロンのような養父母

のグループの広がりや活動を支えていくことも必要であると考えられる。 

・海外ヒアリングの結果において、実家族と子どもが交流する場合のサポートにつ

いて触れられている。日本でも、子どもが自分の出自を肯定的に受け止める支援

の観点からも、同様の取組について検討した方が良いのではないかと考えられる。

また、実家族との交流や再会に関する取り決めを文書で作成する支援や、どのよ

うな場合に必要となるか、取り決めの法的効果などについても検討する必要があ

る。さらに、養子縁組後も実親を継続的に支援することで生活を改善し、将来的

に子どもにとってより良い再会に備えるという視点も必要かもしれない。 

（２）記録の保管や開示、情報提供のあり方について 

・記録の保管については、行政・民間ともに電子化が進み、年々蓄積データが増え

ていくことを考えると、国内における一元管理の必要性を検討すべきではないか。 

・記録の開示や情報提供について同意を得る場合、本来はあっせん時だけでなく、

開示請求があった時点での改めての同意が必要と考えられる。また、情報の内容

を特定した上で同意を得ることが望ましい。こういった具体的な対応のあり方に

ついても検討し、行政および民間において共有される必要があるのではないか。 

・アンケート結果より、機関によって情報提供や同意取得の方法にばらつきがあり、

法令による整理だけでは割り切れない迷いや、混乱を防ぐことへの努力等が示唆

されたことから、今後、新たなルール策定に向けた検討が必要と考えられる。 

・記録の保管や開示という視点からは、養子縁組の成立はスタートであるという見

地から、記録の作成段階から子どもの長い人生を見据えた制度整備や支援の確立

が必要である。 

（３）成果の公表について 

本調査研究の報告書をホームページ等に掲載し、広く周知する予定である。 


